
（平成20年度事業）

03 01

05 01

人 人 人

人 人 人

調理場

調理場（増築）

鉄筋コンクリート造　1階建　132㎡ 昭和38年3月

昭和43年12月

26,280

504

平成19年度実績

3.0

千円

千円

判断理由

給食費は、予算に計上されない給食会計で経理されている。給食費は賄材料費に
対して決められている。

判断理由

 物件費

 その他経費

合　計

209

2,821

0

根拠法令等

総合計画上の位置付け

備前中小学校児童、教職員（教師、事務職員、調理員）

学校教育の一環として、安全で栄養バランスのとれた学校給食が提供できるよう共同調理場など、給食施設の運
営管理を行います。

事務事業名

（この施設運営によってどのような状態を目指しているのか？）

名　称 学校給食法、同施行令

建設年月

基本目標

施　策

基本施策地域文化と人が輝くまちづくり

学校給食

未来を支える人材を育むまちづくり

給食施設管理運営事業

管理運営方法

対　　　象

目的・意図する成果

（この施設運営によりサービスを受けるのは誰か？）

（一部委託の内容）

施 設 内 容

規　　　模

建 設 年 月

施　設　内　容 規　　　　模

鉄骨造　1階建　55㎡

施設評価シート　（調理場）

施　設　名

所　在　地

教育総務課

課長代理・坪本弘毅

0869-64-1802

課長・山本健次

備前市立備前中学校調理場 問
合
先

担当課（室）

経
　
　
　
費

管理運営に係るコストを削減する余地はあるか？

調理能力上は適正規模である。

安全に安心して食べられ、栄養バランスの良い給食を提供するこが最優先される
施設であるので、その目的達成のため、光熱水費、燃料費、修繕料、委託料な
ど、節減努力に限界がある。

施
 

設
 

の
 

効
 

率
 

性

判断理由

廃止・近隣施設との統合について

施設の規模は適正か？（園児数等の観点から）

受益者負担は適正か？（国等の基準、近隣団体に比べてどうか）

今後、施設の老朽化が顕著であり、共同調理場からの配食検討が必要となる。

判断理由

年　　度

 維持補修費

正規職員

臨時職員
 人件費

保育料･使用料･授業料･給食費等

 一般財源

 配食児童・生徒数

1人当たりコスト（一般財源）

財
源

職・氏名

備前市伊部1857番地
電　話

所属長職・氏名

平成18年度実績

222

3,529

0

3.0

3.0

26,536

517

51,327

18,100

4,685

26,536

0

人/千円

千円

人/千円

52,143

平成20年度実績

2.0 12,266

4.0 6,653

235

2,970

22,12426,280

円

22,124

499

44,337

087

単位

千円

人

千円

千円

18,411

3.0 4,839

適正である

適正でない

適正である

見直す余地がある

削減の余地はある

削減の余地はほとんどない

受益者負担は求められない

検討する必要がある

検討する必要はない

一部委託

すべて直営

（単位：人）

平成21年度の状況

及び
管理運営の改善案

施設の老朽化及び児童・生徒の減少に伴い、共同調理場の調理能力を生かすため配食する学校の再編にあわせ、
単独調理場の廃止も検討する。

434

年　度 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ25(見込)

計 504 517 499 482 465 482 471 456

（6年）

（5年）

（4年）

148 161
（3年） 168 162 172 178 148 156

162

今後5年間に

必要となる
大規模改修費

金額（千円）

施設修繕・大規模改修費用（今後5年間：平成22年度から平成26年度）

金額（千円）

10,000調理場を配膳室に改造施設・設備・機器修繕

161 165 145
156 146

165
165 145

145161

判
　
　
定

判
定
理
由

施設の老朽化や児童・生徒の減少のため、単独調理場の廃止を含め、調理場
の調理能力を生かすため配食する学校を検討再編する。

毎年経常的に必
要な修繕費

104

Ｈ23(見込) Ｈ24(見込)Ｈ22(見込)Ｈ21

内　　容 内　　容

園
児
・
児
童
・
生
徒
数
の
推
移

148
Ｈ26(見込)

143
（2年）

（1年） 174 183 146
172 179

156

 統廃合を検討する

 指定管理者制度の導入が可能

 事務等一部委託が可能

 現在の管理運営形態が望ましい

 全面委託が可能


